
令和７年度臨時的任用職員（土木）募集要項 
 

項  目 内   容 

職名 臨時的任用職員（職種：土木） 

任用根拠 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項第２号 

任用期間 

令和７年 12月１日から令和８年３月３１日まで  

※１会計年度（４月１日から翌年３月 31日まで）以内で、常時勤務を要する職に欠員

を生じた期間となります。 

※場合によって契約更新をすることがあります。 

※欠員期間を限度とする任用のため、対象者が予定より早く復帰等する場合は、その

時点で任用期間満了となります。なお、任期満了後は退職となります。 

勤務職場 

東京都第一市街地整備事務所工事課 

（所在地）東京都中央区勝どき１－７―３ 勝どきサンスクェア９F 

（大江戸線勝どき駅直結）） 

職務内容 

・任期の定めのない常勤職員と同様の業務に従事していただきます。 

・主にパソコンの基本的な操作（文書作成等）を必要とする職務に従事します。 

○事業に係る道路占用、自費工事、沿道掘削、特車許可等に関すること 

○事業に係る工事用地、水域占用等に関すること 

○地中障害物・土壌汚染検討委員会に関すること 

○会計検査、工事監査等に関すること 

○事業完了に伴う引継ぎ、供用開始に関すること 

○事業に係る企業者調整、道路調整会議に関すること 

○事業完了に伴う引継ぎ、供用開始に関すること 

○事業概要、技術管理に関すること 

○ その他 工務担当の業務に関する補助 

応募資格・求められる

能力 

次の要件をすべて満たすこと。 

①事務処理について、一定程度の能力を有すること。  

②パソコン（Excel、Word 等）基本的な操作能力を有し、データ入力、書類整理等の

事務処理を正確に行うことができること。  

③パソコンを使った電子メールの操作やインターネットによる情報検索等、インター

ネット環境における基本的なパソコン操作が支障なく行うことができること。 

④窓口や電話応対において、丁寧・誠実な接遇を行うことができること。  

⑤個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、誠実に業務に取り組み、

正確な事務処理ができること。  

⑥協調性があり、組織の一員として職務が円滑に遂行できるよう協力・調整を積極的

に行うことができること。 

⑦災害が発生した場合に災害対応の職務に従事できること。 

⑧地方公務員法第 16条の欠格条項に該当しない者 

⑨民法の一部を改正する法律（平成 11年法律第 149号）附則第３条第３項の規定によ

り従前の例によることとされる準禁治産者に該当しない者 

⑩日本国籍を有する者 

以下の要件を有する場合、尚可 

東京都庁における区画整理事業もしくは道路整備事業の知識・経験を有していること。 



勤務時間 

（午前 9時 00分から午後 5時 45分まで又は、午前 8時 30分から午後 5時 15分まで） 

週 38 時間 45 分（原則として、月曜日から金曜日までの５日間に、１日につき７時間

45分（休憩時間１時間を除く。）） 

従事する業務により、所定勤務時間を超える勤務を命じることがあります。 

休憩時間 正午から午後１時００分まで 

休日等 
土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 

（12月 29日から１月３日まで（国民の祝日を除く。）） 

休暇等 

年次有給休暇（任用期間に応じて付与） 

病気休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児

時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護等休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害

休暇、ボランティア休暇、短期の介護休暇、介護時間等 

給与等 

約 225,600円 

※ 令和７年４月１日時点の給料月額に地域手当（20％地域勤務の場合）を加算したも

のです。 

※ 任用前に給与改定等があった場合は、その定めによります。 

※ 一定の要件を満たす場合、通勤手当、期末・勤勉手当を支給 

※ 学校卒業後又は免許取得後に職歴等がある者は、一定の基準により加算される場合

があります。 

社会保険 共済組合（短期給付、福祉事業）、厚生年金保険、雇用保険等 

服務 守秘義務、営利企業等従事制限等の地方公務員法の服務規定が適用 

その他の勤務条件等 職員の勤務時間、給与等の詳細は、東京都条例等の定めによる 

応募方法等 

○臨時的任用職員申込書を都市整備局ホームページからダウンロードし、郵送または

持参にて提出してください。申込書は、先行及び採否の連絡等、採用に関連する業務

にのみ使用し、他の目的には使用しません。なお、申込書は返却しませんので、予め

ご了承ください。 

〇応募期間 

令和７年１０月６日（月）から令和７年１０月２２日（水）まで 

〇送り先及び持参場所 

 〒１０４－００５４  

中央区勝どき１－７－３ 勝どきサンスクェア８階 

 東京都第一市街地整備事務所 管理課管理担当 

※封筒に赤字で「臨時的任用職員応募」と明記してください。 

※持参の場合は、土日・祝日を除く午前９時から午後５時まで 

〇書類選考後、面接を実施いたします。面接の実施日程等につきましては、個別に御

連絡いたします。 

その他特記事項 

○東京都の常時勤務を要する職員に欠員が生じた場合に代替として勤務していただく

臨時的任用職員の募集です。 

○任期の定めのない職員同様、守秘義務、営利企業等従事制限等の地方公務員法の勤

務規定が適用されます。 

問い合わせ 

〒１０４－００５４  

中央区勝どき１－７－３ 勝どきサンスクェア８階 

東京都第一市街地整備事務所 管理課管理担当 

電話 ０３－３５３４－３４０２ 



 


